
 

○北谷町学校体育施設の開放に関する規則 

令和３年３月２日 

教委規則第２号 

 

北谷町学校体育施設の開放に関する規則（昭和５５年北谷町教育委員会規則第

６号）の全部を改正する。 

  

（趣旨） 

第１条 この規則は、北谷町における社会体育の普及振興のため、学校体育施

設を学校教育に支障のない範囲で、町民の使用に供すること（以下「学校体

育施設の開放」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（教育長及び校長の責任） 

第２条 学校体育施設の開放に関する事務は、教育長が管理するものとする。 

２ この規則の実施に関して、学校体育施設の開放を行う学校（以下「開放学

校」という。）の校長は、一切の責任を負わないものとする。 

（管理指導員） 

第３条 開放学校に管理指導員を置くことができる。 

２ 管理指導員は、教育長が委嘱又は任命する。 

３ 管理指導員は、教育長の命を受け、学校体育施設の開放に伴う施設設備の

管理、使用者の安全確保及び指導に当たるものとする。 

（運営協議会） 

第４条 学校体育施設の開放を円滑に実施するために開放学校ごとに、運営協

議会を置くことができる。 

２ 運営協議会は、開放の日時及び運営について、教育長に意見を述べるもの

とする。 

３ 運営協議会の委員は、学校長、ＰＴＡ、スポーツ推進委員その他子どもの

育成に知識経験を有するもののうちから５人以内を教育長が委嘱する。 

（開放施設） 

第５条 学校体育施設の開放に供する施設（以下「学校体育施設」という。）

は、開放学校の体育館及び運動場とする。 

（開放の日時） 

第６条 開放の日時は、別表のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、開放学校において、特別の事情があるときは、



 

教育長は、開放の日時を別に定めることができる。 

（使用許可の範囲） 

第７条 学校体育施設を使用できる者は、次の各号に掲げる団体とする。 

（１） 北谷町体育協会及びその下部組織 

（２） 北谷町営体育施設の設置及び管理に関する規則（昭和５２年北谷町

教育委員会規則第３号）第１０条の規定に基づき、登録された団体 

（３） 北谷町内に所在する社会教育団体 

（４） その他教育長が認める団体 

（使用許可の制限） 

第８条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校体育施設の使

用を許可してはならない。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗若しくは公益を害するおそれがあると認め

られるとき。 

（２） 専ら営利を目的とするとき。 

 （３） 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められると

き。 

（４） 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利

益になると認められるとき。 

（５） 学校体育施設の管理上支障があるとき。 

（６） その他教育長が不適当であると認めたとき。 

（使用の手続） 

第９条 学校体育施設を使用しようとする団体の代表者は、使用を希望する日

の７日前までに学校体育施設使用許可申請書（第１号様式）によって教育長

に申し込み、あらかじめ許可を得なければならない。 

２ 教育長は、学校体育施設の使用を許可した場合は、学校体育施設使用許可

書（第２号様式）を交付するものとする。 

３ 教育長は、使用許可に当たって必要があると認めた場合は、条件を付すこ

とができる。 

 （使用許可の変更の手続） 

第１０条 学校体育施設の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）

が、使用許可事項の変更をするときは、学校体育施設使用許可変更申請書



 

（第３号様式）を教育長へ提出し、許可を得なければならない。 

２ 教育長は、前項の申請を許可した場合は、学校体育施設使用変更許可書

（第４号様式）を交付するものとする。 

（許可の取消し等） 

第１１条 教育長は、学校体育施設の使用を許可した後において、次の各号の

いずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又は使用の中止を命ずる

ことができる。 

 （１） 第８条各号のいずれかに該当するとき。 

 （２） 許可の条件に従わないとき。 

 （３） 学校の用に供するため必要が生じたとき。 

 （４） その他教育長が必要と認めるとき。 

 （使用の取消しの手続） 

第１２条 使用者が、使用を取り消すときは、使用日前日までに学校体育施設

使用許可取消申請書（第５号様式）を教育長へ提出し、承認を得なければな

らない。 

 （使用料） 

第１３条 学校体育施設の開放の使用料は、北谷町立学校施設の使用料に関す

る条例（昭和５０年北谷町条例第１９号。以下「条例」という。）の規定に

よる。 

２ 使用料は、前納しなければならない。 

 （使用料の免除） 

第１４条 学校体育施設の開放の使用料は、条例第４条の規定により免除する

ことができる。 

２ 前項の規定は、照明使用料については適用しない。ただし、教育長が特に

必要と認めた場合は、この限りでない。 

 （使用料の還付） 

第１５条 条例第５条ただし書の規定による使用料の還付については、次のと

おりとする。 

（１） 使用者の責任によらない理由により、使用することができなくなっ

たとき 全額還付 

 （２） 第１２条の規定により申請し、承認されたとき 全額還付 



 

２ 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、学校体育施設使

用料還付申請書（第６号様式）を教育長に提出しなければならない。 

（使用者の賠償責任） 

第１６条 使用者は、開放学校の施設又は設備を故意又は過失によりき損又は

滅失したときは、直ちにこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければ

ならない。 

２ 使用者は、使用に関して生じた一切の事故につき、その責任を負うものと

する。 

３ 教育長は、前項における事故、疾病等に対し、医療費その他の補償的責務

を負わない。 

（補則） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

別表（第６条関係） 

開放の日時 

開放施設 開放する日 開放する時間 開放しない日 

体育館 平日 午後８時～午後１０時 

１２月２９日から 

翌年１月３日まで 

休業日 午前９時～午後１０時 

運動場 平日 午後８時～午後１０時 

休業日 午前９時～午後１０時 

備考１ この表において「平日」とは、月曜日から金曜日までをいい、「休業

日」とは、北谷町学校管理規則（昭和５９年北谷町教育委員会規則第１号）

第３条に規定する休業日をいう。 

備考２ 運動場の使用において、夜間照明設備のない施設については、休業日

の午前９時から午後６時までの使用のみ認める。 

 



 

第１号様式(第９条関係) 

 

学校体育施設使用許可申請書 

 

年  月  日   

 北谷町教育委員会 

 教育長          様 

申 請 人           

団 体 名           

住   所           

使用責任者           

連 絡 先           

 

 下記のとおり学校体育施設を使用したいので、北谷町学校体育施設の開放に

関する規則第９条第１項の規定により申請します。 

 

記 

 

学校名 北谷町立      学校 

使用場所 ( 体育館 ・ 運動場 ) 

使用目的  

使用期日     年  月分 

使用時間    時   分 から   時   分 まで 

使用人数 約    名 

回 数  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

使用予定日   ，  ，  ，  ，  ，  ，  ，  ， 

 



 

第２号様式（第９条関係） 

 

学校体育施設使用許可書 

 

年  月  日  

 

               様 

北谷町教育委員会      

教育長           

 

   年  月  日付け申請のあった下記の使用については、適当と認め許

可します。 

記 

学校名 北谷町立      学校 

使用場所  

使用目的  

使用期日 (計    回) 

使用時間 時  分  から   時  分  まで 

使用責任者 

住 所   

氏 名   

連 絡 先   

【許 可 条 件】 

 

 



 

第３号様式（第１０条関係） 

 

学校体育施設使用許可変更申請書 

 

年  月  日   

 北谷町教育委員会 

 教育長          様 

申 請 人           

団 体 名           

住 所           

使用責任者           

連 絡 先            

 

    年  月  日付け許可のあった使用について、下記のとおり変更し

たいので、北谷町学校体育施設の開放に関する規則第１０条第１項の規定によ

り申請します。 

記 

 変更後 変更前 

学校名   

使用場所   

使用目的   

使用期日   

使用時間   

使用責任者 

（変更のある場

合のみ記入） 

住 所  

氏 名  

連 絡 先  

備考（変更内容等） 

 

 



 

第４号様式（第１０条関係） 

 

学校体育施設使用変更許可書 

 

年  月  日 

 

               様 

北谷町教育委員会     

教育長          

 

   年  月  日付け申請のあった下記の使用変更は、適当と認め許可し

ます。 

記 

 変更後 変更前 

学校名   

使用場所   

使用目的   

使用期日   

使用時間   

使用責任者 

住 所   

氏 名   

連 絡 先   

【許 可 条 件】 

 

 



 

第５号様式（第１２条関係） 

 

学校体育施設使用許可取消申請書 

 

年  月  日   

 北谷町教育委員会 

 教育長          様 

 

団 体 名             

使用責任者             

申請者氏名             

連 絡 先             

 

    年  月  日付け学校体育施設使用許可を受けましたが、下記のと

おり取り消したいので申請します。 

記 

学校名  

使用場所  

使用目的  

使用期日  

使用時間  

取 消 理 由  

備  考  

 

 上記の申請について、 承認 ・ 不承認 とします。 

 

    年  月  日 

 北谷町教育委員会 教育長 

 

 

 



 

第６号様式（第１５条関係） 

 

学校体育施設使用料還付申請書 

 

年  月  日   

北谷町教育委員会 

教育長         様 

団 体 名            

住 所            

使用責任者            

申請者氏名            

連 絡 先            

 次のとおり使用料の還付を申請します。 

学校名・ 

使用場所 
 

使用期日 

（使用不可

日） 

年  月  日(  ) 

還付申請額 円 年  月  日(  ) 

申 請 理 由  

年  月  日(  ) 

年  月  日(  ) 

年  月  日(  ) 

口 座 情 報 

金融機関名・支店

名 
・ 

預 金 種 目 1 普通  ・  2 当座 

口座番号(右詰め)        

( フ リ ガ ナ ) 

口 座 名 義 人  

 

 

備 考 

・口座番号、口座名義人、フリガナはお間違えないよう記入後

再度ご確認ください。 

・口座番号は７桁又は６桁の数字の記入を右詰めでお願いしま

す。 

※振込先がゆうちょ銀行の場合は、ゆうちょ銀行ホームページ

からお持ちのキャッシュカード又は通帳の記号番号より口座

番号等を調べることができます。 

還付額の決定 
還付決定額 還付決定日 

円 年  月  日   

 

 


